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日本年金機構中期目標（案）新旧対照表 

 

第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

前文 

日本年金機構は、旧社会保険庁に代わる新たな年金業務の担い手として、日本年

金機構法（平成 19 年法律第 109 号）により平成 22 年１月に設立された法人であ

り、同法第１条において、「この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労

働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚

生年金保険事業及び国民年金事業（以下「政府管掌年金事業」という。）に関し、厚

生年金保険法（昭和29年法律第115号）及び国民年金法（昭和34年法律第141号）

の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚

生年金保険制度及び国民年金制度（以下「政府管掌年金」という。）に対する国民の

信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする」とされて

いる。 

これまで日本年金機構は、第１期（平成22年１月から平成26年３月まで）及び

第２期（平成26年４月から平成31年３月まで）の中期目標・計画に基づく取組に

より、国民年金保険料納付率の向上や厚生年金保険等の新規適用事業所の拡大など

着実に成果を上げてきたところである。これを踏まえ、第３期においても、基幹業

務である公的年金の適用、徴収、給付、記録管理、相談等の各業務を、正確、確実

かつ迅速に実施し、国民の皆様に真に喜ばれる、質の高い業務運営に取り組まれた

い。 

特に、今後見込まれる更なるＩＣＴの発展とそれによりもたらされる社会の変革

に積極的に対応し、事務の効率化や利便性の向上を図ることにより、若者、現役世

代、高齢者や障害者など様々な人々のニーズに応えられる事務・サービスの実現に

取り組まれたい。 

前文 

日本年金機構は、かつての社会保険庁が起こした様々な問題により、公的年金の

業務運営に対する国民の不信を招き、その結果、新たな年金業務の担い手として設

立された法人である。したがって、日本年金機構になって生まれ変わった、サービ

スが良くなったと国民から評価される組織とならなければならない。 

日本年金機構は、これまで、年金の業務運営に対する国民の信頼回復という重責

を果たすため、年金記録問題への対応に全力を注いできたが、第２期中期目標にお

いては、年金記録問題の解決に向けて引き続き必要な対応を行っていくとともに、

日本年金機構の基幹業務である、公的年金の適用、徴収、給付、記録管理、相談等

の各業務を、正確、確実かつ迅速に行い、国民にとって真に喜ばれる、質の高い業

務運営に取り組むことを求める。 

具体的には、従来からの懸案事項である国民年金保険料の収納対策や厚生年金保

険・健康保険の適用となる可能性のある事業所（適用調査対象事業所）の的確な把

握及び適用促進に力を注ぐとともに、年金記録の正確な管理の徹底や事務処理誤り

の要因分析等を行い、間違いのない正確な年金の給付に努めることとされたい。 

また、年金業務に対する国民の信頼回復という観点から、正確な事務処理と併せ

て、国民の視点に立ったサービスの向上が求められており、これまでも出来る限り

国民のニーズに応えるべく、様々な取組を行ってきたが、今後も国民の声を幅広く

聴き、着実にサービス向上につなげるよう、取り組まれたい。 

さらに、中期目標期間中に実施が予定されている様々な年金制度改正に円滑かつ

確実に対応するほか、国民の公的年金制度に対する正しい理解を促進させるため、

地域、企業、教育の場等における制度の周知、情報提供にも努められたい。 

第４２回社会保障審議会年金事業管理部会 
平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ５ 日 参考１－１ 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

また、組織横断的な業務運営の改善については、これまでの問題事案への対応を

含む取組の結果を踏まえ、引き続き業務のＩＣＴ化を推進しつつ事務処理の正確性

の確保に努めるとともに、これまで進めてきた組織及び業務の改革を更に進め、効

率性、公正性及び透明性の確保により一層取り組むことを求める。 

日本年金機構の基本理念として、日本年金機構法第２条第１項において、「日本

年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づ

き国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんが

み、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の

向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性

の確保に努めなければならない」とされている。この趣旨に鑑み、日本年金機構の

全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇り

を持って職務に精励することを強く望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのためには、日本年金機構の設立当時には想定されていなかった制度改正等に

よる業務の増加に対応するための体制の整備は重要であり、既存業務の合理化・効

率化を図りつつ、各業務の実施に取り組まれたい。 

平成２７年６月に明らかとなった不正アクセスによる情報流出事案により、約１

２５万件もの個人情報が流出したことは、国民の年金制度に対する信頼を損なうも

のであり、極めて遺憾である。 

本事案については、同年８月に「不正アクセスによる情報流出事案に関する調査

結果報告」（日本年金機構 不正アクセスによる情報流出事案に関する調査委員

会）、「日本年金機構における個人情報流出事案に関する原因究明調査結果」（サイ

バーセキュリティ戦略本部）及び「検証報告書」（日本年金機構における不正アク

セスによる情報流出事案検証委員会）が公表され、本事案が発生した基本的要因の

根底には、日本年金機構における情報セキュリティ体制やガバナンスの脆弱さ、組

織としての一体感の不足、リーダーシップの不足、ルールの不徹底などの構造的な

問題があったということが指摘されている。 

これらの報告書等を踏まえ、「情報セキュリティ強化等に向けた組織・業務改革」

（平成２７年９月 厚生労働省）では、今回の事案の主な反省点として、「情報セ

キュリティの重要性に関する意識の欠如」、「組織的な危機管理対応の欠如」、「組織

横断的、有機的な連携の欠如」があったと総括し、再発防止策を着実に推進してい

くことを求めている。 

さらに、同年９月２５日には、機構に対して、特に「内部統制システムの有効性

確保」、「情報公開の推進」、「個人情報の保護」について、大幅な改善が必要である

とし、日本年金機構法第４９条第１項に基づき、業務改善命令が行われ、これを受

けて、同年１２月９日には、業務改善計画が厚生労働大臣に提出されたところであ

る。 

日本年金機構においては、国民の信頼を回復するため、役職員が一丸となって、
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 中期目標の期間 

日本年金機構（以下「機構」という。）の中期目標期間は、平成31年（2019年）

４月１日から平成36年（2024年）３月31日までの５年とする。 

 

第２ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

１．国民年金の適用促進対策 

○ 20 歳到達者に係る国民年金への加入手続の利便性の向上及び機構における

資格取得業務の効率化を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムに

より把握した20歳到達者の情報に基づき、的確な適用を行うこと。 

また、地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）から提供される住民基

本台帳情報を活用して実施している未加入者対策について、未加入者の属性

に応じつつ、より効率的・効果的な対策について検討し、実施すること。 

上記の報告書等における指摘や業務改善命令を真摯に受け止め、「内部統制システ

ムの有効性確保」、「情報公開の推進」、「個人情報の保護」等の改革を進めることに

よって、組織の再生を図り、今般の情報流出のような事案の再発防止に万全を期さ

れたい。 

また、公的年金の制度設計と業務運営は正に両輪の関係であり、公的年金の制度

設計に関しても、日本年金機構は業務運営を担う立場として、その改善点等につい

て積極的に提案を行うことを期待するとともに、厚生労働省と緊密な意思疎通を図

り、共同して業務に取り組むことを望む。 

最後に、日本年金機構は公的年金事業という国民にとって極めて重要な業務を担

っていることにかんがみ、職員一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に全力で取

り組むよう望む。 

 

第１ 中期目標の期間 

○ 日本年金機構の中期目標期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３

１日までの５年とする。 

 

第２ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．政府管掌年金事業の円滑な実施 

（１）国民年金の適用促進及び保険料収納対策 

○ 国民年金の適用を促進すること。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

○ 市区町村との連携を強化し、国民年金の加入手続の改善を図るとともに、ハ

ローワークとの連携を強化し、被保険者種別変更届の勧奨の取組を進めるこ

と。 

○ 無年金者対策として、強制加入期間内に受給資格期間を満たすことができな

い者に対し、任意加入制度の加入勧奨を実施するなどの対策を実施すること。 

また、低年金が見込まれる者に対し、年金の見込額を通知するなどの対策を

実施すること。 

さらに、追納制度のこれまでの対策の分析を行い、効果的・効率的な追納勧

奨を実施すること。 

○ 外国人の適用対策については、法務省から提供される情報に基づき、着実な

適用を促進すること。 

また、外国人に対し、年金事務所等の窓口での多言語による相談対応や制度

周知などを適切に実施すること。 

 

２．国民年金の保険料収納対策 

○ 国民年金保険料については、平成24年度から連続して上昇しているところ

であるが、引き続き収納対策に取り組み、次の目標の達成を目指すこと。 

・現年度納付率については、中期目標期間中に70％台前半を目指す。 

・最終納付率については、中期目標期間中に70％台後半を目指す。 

○ 国民年金保険料の納付率向上の目標を達成するため、毎年度の行動計画を着

実に実施するとともに、徴収ルール（滞納処分等の実施時期等事務処理手順）

を明確化し、適時適切に滞納処分を実施すること。 

また、保険料の納付意欲を促進する観点から督励通知の内容の見直しを行

うことや外部委託事業者における督励手法の見直しを行うなど、より効率的

かつ効果的な対策を検討の上、実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国民年金保険料については、現在の納付率はなお低水準にとどまっており、

速やかな引き上げが求められる。このため、収納対策について、以下の目標達

成を図ること。 

・最終納付率について、現年度納付率からの伸び率を従来以上に確保する。 

・現年度納付率については、毎事業年度、数値目標や具体的なスケジュールを

定めた行動計画に基づき、効果的・効率的に推進し、前年実績を上回るよう

努める。 

○ このため、保険料納付のメリットについて理解を深めることなどによって自

ら進んで納付する者を増やすとともに、負担能力の無い者に対しては確実に免

除・猶予を適用することとした上で、さらなる強制徴収の強化に取り組むこと。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

○ 徴収業務に精通した職員を育成するため、研修体系の整備・充実強化や蓄積

されたノウハウの共有を図ること。 

○ 国民年金保険料の口座振替の利用を促進するとともに、効果的な勧奨を行う

ための対象者などの分析を行うこと。 

さらに、口座振替及びクレジットカード納付の申出手続について、より容易

にするよう措置すること。 

また、国民年金保険料の前納制度が被保険者にとって有利であることにつ

いて、国民に分かりやすく周知し、利用促進を図ること。 

 

３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策 

○ 関係機関から収集した情報を活用し、厚生年金保険の適用の可能性がある事

業所を把握した上で、加入指導等を実施すること。 

また、加入指導等に応じない事業所に対しては、より効果的な取組を行うこ

とにより、着実な適用を促進すること。 

 ○ 厚生年金保険の未適用従業員や標準報酬等に係る届出の漏れや誤りを防止

するため、事業所調査の結果・傾向等に基づく効果的な調査対象事業所の抽出

方法及び調査手法を検討し、より実効性のある事業所調査を実施すること。 

○ 外国人の適用対策については、法務省から提供される情報に基づき、着実な

適用を促進すること。 

また、外国人に対し、年金事務所等の窓口での多言語による相談対応や制度

周知などを適切に実施すること。 

 ○ 健康保険被保険者証の早期交付に向けて、届出に係る事務処理の迅速化を図

ること。 

特に、電子申請による届出については、より短期間で処理すること。本中期

目標期間中に、電子申請による３届（資格取得届、資格喪失届及び被扶養者異

○ なお、適用促進及び収納対策の推進に当たっては、法定受託事務を担当する

市区町村をはじめ、関係機関や事業主との協力・連携に十分留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）厚生年金保険・健康保険等の適用促進及び保険料徴収対策 

○ 厚生年金保険・健康保険等の適用促進については、毎事業年度、数値目標や

具体的なスケジュールを定めた行動計画に基づき、効果的・効率的に推進する

こと。特に、法人登記簿情報その他の情報の活用により把握した適用調査対象

事業所に対する加入指導等に、集中的に取り組むこと。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

動届）については、繁忙期を除いて、平均処理日数を３営業日以下に短縮する

ことを目指すこと。 

 

４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策 

 ○ 厚生年金保険料等の滞納発生の抑制を目的とした納付勧奨等の実施と、滞納

となった事業所に対する国税徴収の例による猶予制度の適用や関係機関との

連携による計画的な滞納解消に努めること。 

また、滞納処分に関する法令や徴収ルール（滞納処分等の実施時期等事務処

理手順）の遵守により、適時適切に滞納処分を実施すること。 

○ これらの取組をより効果的に実施するため、徴収ルールをさらに見直し、徹

底するとともに、組織的な実施体制及び効果的な取組の分析・進捗管理を目的

としたシステムを構築すること。 

○ 厚生年金保険・健康保険等の毎年度の収納率について、前年度の当該率と同

等以上の水準の確保に努めること。 

○ 徴収業務に精通した職員を育成するため、研修体系の整備・充実強化や蓄積

されたノウハウの共有を図ること。 

○ 厚生年金保険料等の納期限内納入を確保するため、口座振替の利用を促進す

ること。 

 

５．年金給付 

〇 年金給付業務における正確性や迅速性を確保するための給付業務の執行体

制の確立を図ること。 

〇 年金給付の正確性を確保するため、年金給付の事務処理誤りの発生原因を分

析し、原因に応じた効果的な対策を講じるとともに、システムチェック機能の

強化やシステムチェック機能の及ばない処理内容の確認等審査の強化による

 

 

 

 

○ 厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策については、毎事業年度、数値

目標や具体的なスケジュールを定めた行動計画に基づき、効果的・効率的に推

進し、収納の確保を図ること。また、口座振替実施率及び厚生年金保険等の収

納率については、毎事業年度の収納率が前事業年度の当該率と同等以上の水準

の確保に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年金給付事務 

○ 年金給付事務について所要日数や正確性に関する目標を定め、当該目標の達

成に向け、年金給付の迅速な決定及び正確な給付に努めること。 

○ 年金給付関係の事務処理誤りが依然として発生している状況を踏まえ、要因

分析を十分に行い、再発防止に向けた取組と正確な事務に努めること。 

○ 申請忘れ、申請漏れの方を極力少なくするための実効ある取組を進めるこ
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

事務処理誤りの未然防止に努めること。 

○ 障害年金センターへの集約や事務処理の運用改善に適切に対応し、障害年金

業務の事務処理体制を強化すること。 

○ 障害年金の認定結果の分析を行う仕組みや複数の認定医が関与する認定の

導入等により、障害認定の標準化を一層進めること。 

〇 年金給付業務に精通した職員を育成するため、研修体系の整備・充実強化を

図るとともに、お客様の対応を含めた相談窓口業務を担う職員等を育成するこ

と。 

また、市区町村の職員に対する年金給付に係る研修の実施や日常的な年金

受給者への説明・相談対応に対する各年金事務所と管内の市区町村との連携

を強化すること。 

○ 所定の年齢到達時に送付するお知らせや、年金の未請求者等への請求勧奨に

ついて、取組を進めること。 

〇 年金給付事務について、所要日数に関する目標（サービススタンダード）を

定めた上で、年金給付の迅速な決定に努め、当該目標の達成率を 90％以上と

すること。 

○ 年金生活者支援給付金制度について、対象者への周知、請求書の処理、給付

金の支給等を着実に行うこと。 

 

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止 

○ 国民からの年金記録に関する申出等への対応について、必要な事務処理体制

を確保し、迅速かつ的確に行うこと。 

○ 年金記録の正確な管理とともに、業務の効率化や利便性の向上等のため、以

下の事項について取り組むこと。 

・○ ねんきん定期便や「ねんきんネット」を通じて、各自の年金個人情報の確

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止 

○ 国民からの年金記録に関する申出等に速やかに対応できるように、事務処理

体制を確保しつつ、必要な対応を適切に行うこと。 

○ 記録問題の再発防止及び年金記録の正確な管理の徹底等のため、以下の事項

について取り組むこと。 

・ねんきん定期便や「ねんきんネット」により、年金個人情報を提供し、自身
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

認がより容易に行える環境を整備し、自身による記録確認を促進すること。特

に、「ねんきんネット」については、その利用促進を図りつつ、機能の一層の

充実に努めること。 

・○ 基礎年金番号とマイナンバーの紐付けの完全化を目指し、確実な記録管理

を行うこと。 

・○ 入力誤りを防止するため、市区町村や事業所からの届出等の電子（媒体）

化を促進し、効率的で正確性の高い事務処理を推進すること。 

 

 

 

７．年金相談 

○ 制度改正に対応しつつ、国民が利用しやすい、効率的な相談体制を整備する

ことにより、国民の視点に立った懇切丁寧な対応や来所相談における適正な待

ち時間、電話相談における適正な応答率等を実現すること。 

○ 市区町村や社会保険労務士会との連携強化を図り、年金相談の更なる充実に

努めること。 

 

８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進 

○ 公的年金事業に関する国民の理解と信頼を確保するため、分かりやすく効果

的な情報提供を行うこと。また、「ねんきんネット」サービス等により、年金

個人情報の提供の充実を図ること。 

○ 公的年金制度に対する理解の促進を図るため、地域、企業、教育の場等にお

ける制度の周知、情報提供を積極的に進めること。また、年金委員の活用や社

会保険労務士会、市区町村等との連携により、年金制度に関する情報提供に努

めること。 

による年金記録の確認を促進すること。特に、「ねんきんネット」について

は、その利用促進を図りつつ、機能の一層の充実に努めること。 

 

・基礎年金番号の重複付番の解消及び新規発生の防止に努めること。 

 

・入力誤りを防止するため、市区町村や事業所からの届出等の電子（媒体）化

を促進し、効率的で正確性の高い事務処理を推進すること。 

・厚生年金基金の記録と国の記録の不一致を防止するため、国の情報を定期的

に厚生年金基金に提供すること。 

 

（６）年金相談、情報提供等 

○ 制度改正に対応しつつ、国民が利用しやすく、効率的な相談体制の整備、国

民の視点に立った懇切丁寧な対応や来所相談における適正な待ち時間、電話相

談における適正な応答率の確保に努めること。 

○ 市区町村や社会保険労務士会との連携強化を図り、年金相談の充実に努める

こと。 

 

 

○ 公的年金事業に関する国民の理解と信頼を確保するため、分かりやすく効果

的な情報提供を行うこと。また、ねんきんネットサービス等により、年金個人

情報の提供の充実を図ること。 

○ 公的年金制度に対する理解の促進を図るため、地域、企業、教育の場等にお

ける制度の周知、情報提供に努めること。また、年金委員の活用や社会保険労

務士会、市区町村等と連携し、年金制度に関する情報提供に努めること。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

 

○ 国民の声を的確に把握・分析・公表し、その内容を業務運営に反映させるこ

とにより、国民サービスの向上を図ること。また、国民の声を直接伺う年金事

務所等の職員の意見をサービス改善に反映させること。 

○ サービス改善の取組状況を客観的に評価するため、顧客満足度調査や覆面調

査などを実施し、その結果を分かりやすく国民にお知らせすること。また、顧

客満足度を示す指標を設定し、サービス改善に努めること。 

 

９．年金制度改正等への対応 

○ 年金制度等の改正に対し、新しい制度に関する実務を正確に実施するための

事務処理・システムを構築するとともに、制度改正の分かりやすい周知広報等

を行うこと。 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革） 

 

○ 効率的効果的な業務運営を図りつつ、国民のニーズを捉えた質の高いサービ

スの提供を実現するため、本部、年金事務所、事務センター等の業務内容や業

務分担の見直しを進めるとともに、必要に応じ、年金相談窓口等の再配置を検

討すること。 

○ 業務マニュアルの整備・改善等の取組を継続的に実施することにより、業務

の合理化・効率化を図るとともに、標準化を進めること。 

〇 国民の声や年金事務所等の職員の意見を業務の改善及びサービスの向上に

つなげるよう、必要な体制整備及び具体的な取組を行うこと。 

 

（７）国民サービスの向上 

○ 国民の声を的確に把握・分析・公表し、その内容を業務運営に反映させ、国

民サービスの向上に努めること。また、国民の声を直接伺う年金事務所の意見

をサービス改善に反映させること。 

○ サービス改善の取組状況を客観的に評価するための顧客満足度調査や覆面

調査などを実施し、その結果を分かりやすく国民にお知らせすること。また、

顧客満足度を示す指標を設定し、サービス改善に努めること。 

 

２．年金制度改正等への対応 

○ 予定されている年金制度改正や社会保障・税番号制度（マイナンバー）導入

について、必要な体制を整備し、円滑かつ確実に実施すること。 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

１．業務運営の効率化 

（１）効率的な業務運営体制 

○ 届出入力等の事務について、都道府県域を越えた広域集約化に向けた事務処

理体制の検討を行うとともに、年金事務所の利便性等を踏まえた適正な配置の

観点から、必要に応じ、再配置の実施を検討すること。 

○ 常に業務手順の点検等を行い、業務の合理化・効率化を図るとともに、標準

化を進めること。 

〇 国民の声や年金事務所等の職員の意見をサービスや業務の改善に反映させ

るよう具体的な取組を行うこと。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

 

○ 必要な人員を過不足なく配置することにより、適正な業務運営を行うこと。

また、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」（平成20年７月29

日閣議決定）（以下「基本計画」という。）に基づき、合理化・効率化を進める

こと。その際、基本計画策定時には想定されていなかった新たな業務について

は、不断の合理化・効率化に努めつつ、当該業務を着実に実施できる体制とす

ること。 

  なお、人件費については、国家公務員の給与水準の動向や社会一般の情勢も

踏まえ、効率化を進めること。 

○ 中期目標期間の最後の事業年度において、平成30年度と比べて一般管理費

（人件費、特別障害給付金等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する

経費を除く。）は15％程度、業務経費（年金生活者支援給付金支給事業事務費、

年金受給者に送付する源泉徴収票送付等に係る義務的な経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）は５％程度の額の節減を目指し、業務の効率化を

進めること。 

（一般管理費及び業務経費について、調整中） 

 

２．外部委託の活用と管理の適正化 

○ 外部委託の活用にあたっては、委託業務の適正な管理及び品質の維持・向上

を図るための具体的な措置を講じること。 

 

３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発 

○ 「厚生労働省デジタル・ガバメント中長期計画」（平成30年６月25日）

に則り、社会保険オンラインシステムの見直しに取り組むこと。 

業務の効率化・合理化・標準化や国民の利便性向上を図るための業務及び

（２）運営経費の抑制等 

○ 人員体制については、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」

（平成２０年７月２９日閣議決定）（以下「基本計画」という。）に基づき、合

理化・効率化を進めること。 

その際、併せて、中期目標期間中に実施が予定されている年金制度改正等の

うち、基本計画策定時には想定されていなかった新たな業務については、不断

の合理化・効率化に努めつつ、当該業務を着実に実施できる体制とすること。 

なお、人件費については、国家公務員の給与水準の動向や社会一般の情勢も

踏まえ、効率化を進めること。 

○ 中期目標期間の最後の事業年度において、平成２５年度と比べて一般管理費

（人件費、介護保険料徴収等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する

経費を除く。）は１５％程度、業務経費（年金記録問題対策経費、受給者に送

付する源泉徴収票送付等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経

費を除く。）は５％程度の額の節減を目指し、業務の効率化を進めること。 

 

 

 

（３）外部委託の推進 

○ 基本計画に基づき、外部委託を推進するとともに、委託業務の品質の維持・

向上を図ること。 

 

２．社会保険オンラインシステムの運用・開発、見直し 

○ 「公的年金業務の業務・システム最適化計画（平成２３年３月厚生労働

省）」の基本的な理念に沿って、社会保険オンラインシステムの見直しに取

り組むこと。 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

システム刷新の取組について、着実に進めること。また、ＩＴガバナンスの

確立に取り組むとともに、現行システムの適切かつ確実な運用、制度改正や

業務改善に対応した開発に取り組むこと。 

○ 記録管理システム及び基礎年金番号管理システムの刷新までの間、業務の

円滑な推進のため、制度改正や業務改善に対応したシステム開発、現行シス

テムの適切かつ確実な運用に取り組むこと。 

 

４．ＩＣＴ化の推進 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、国民の手続負担の軽減、利便性の向上、正

確・迅速かつ効率的な事務処理を実現すること。 

 

(1) 行政手続の電子化（デジタルファースト原則）電子申請の推進 

○ 厚生年金保険の適用事業所における電子申請による届出を推進し、事業主の

行政手続の負担を軽減させるため、以下の事項に取り組むこと。 

・平成32年（2020年）４月１日以後に開始する事業年度から適用される大法

人の事業所に対する電子申請による届出の義務化への対応を着実に進め

る。 

・中小規模の事業所等における電子申請の利用の推進を図るために、マイナポ

ータルとの連携、法人共通認証基盤の活用、普及啓発の推進等の取組を実施

すること。 

・電子申請による届出の増加に対応できるよう電子申請の事務処理手順や体

制を見直すとともに、電子申請による届出の早期処理を行う。 

・電子申請のメリットの周知などの普及啓発に取り組むとともに、電子申請に

よる届出の利用勧奨を行う職員を育成するため、研修体系の整備・充実強化

や蓄積されたノウハウの共有を図る。 

○ 社会保険オンラインシステムについて、ＩＴガバナンスの確立に取り組む

こと。また、現行システムの適切かつ確実な運用、制度改正や業務改善に対

応した開発に取り組むこと。 

 

 

 

 

（８）ＩＣＴ化の推進 

○ 国民の利便性の向上と事務の効率化を図るとともに、事務の正確性を確保す

るため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、以下の事項について取り組むこと。 

・電子（媒体）申請の利用の促進 

・「ねんきんネット」等のＩＣＴを活用した届書作成支援及び年金記録等の情

報提供の推進 

・社会保障・税番号制度（マイナンバー）の施行による情報提供ネットワーク

を活用した取組の推進 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

 

(2) インターネットを活用した利便性の向上・業務効率化の取組 

○ 利便性の向上と業務効率化を図るため、インターネットを活用し、以下の事

項に取り組むこと。 

・「ねんきんネット」等のＩＣＴを活用した届書作成支援及び年金記録等の情

報提供を推進する。 

・中小規模の事業所が簡便にインターネット経由で届出ができる仕組みや機

構が保有する情報を提供することができる「事業所版ねんきんネット（仮

称）」の構築を検討し、事業所の利便性の向上を図る。 

 

(3) ＩＣＴを活用した業務改善の実施 

○ マイナンバーを活用して、効果的で確実な適用業務の改善を図ること。また、

マイナンバーによる情報提供ネットワークを活用して、他の行政機関との情報

照会及び提供の範囲を拡大し、業務の効率化と利便性の向上を図ること。 

○ 被扶養者に係るマイナンバーの取得を徹底するとともに全国健康保険協会

に対する被扶養者に係るマイナンバーの提供を実施すること。 

○ 事務処理の迅速化と効率化を図るとともに、事務の正確性を確保するため、

最新のＩＣＴをの活用やし、ＡＩ－ＯＣＲ技術の導入やＲＰＡ技術の拡大、経

過管理・電子決裁サブシステムの対象届の拡大拡充による事務の効率化等につ

いて取り組むこと。 

 

第４ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事

項 

１．内部統制システムの有効性の確保 

(1) 事務処理の正確性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事

項 

（１）内部統制システムの有効性の確保 

（５）事務処理の正確性の確保 
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第 ３ 期 中 期 目 標 (案) 第 ２ 期 中 期 目 標 

○ 事務処理の正確性を確保するため、事務処理誤りの要因分析を十分に行い、

未然防止や再発防止の取組及び現場実態を踏まえたルール遵守の仕組みづく

りなどを、不断に見直しつつ継続すること。 

 

(2)リスク管理の取組とコンプライアンス確保 

○ 内部統制システムを含む組織のガバナンスについて、組織の意思決定が正し

く行われ、決定された事項が組織の隅々にまで正確かつ迅速に伝わり、着実に

実行されるようにすること。また、重大なリスクや問題事案等への早期対応を

可能とするため、機構内及び厚生労働省との間の情報共有を密に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害等対応を含むリスク管理の取組及びコンプライアンス（法令等遵守）の

確保により、問題事案の未然・再発防止を図ること。また、内部統制の仕組み

が有効に機能するための取組を推進すること。 

 

(3) 適正な監査の実施 

○ 内部監査機能の充実・改善を図り、適正に監査を実施すること。 

 

 

○ 事務処理の正確性を確保するため、事務処理誤りの未然防止や再発防止の取

組を推進すること。 

 

 

 

○ ガバナンス・組織風土を含む内部統制システムについて、組織の意思決定が

正しく行われ、また、決定された事項が組織の隅々にまで正確かつ迅速に伝わ

り、着実に実行されることを徹底するよう、組織の一体化や内部統制の有効性

を確実に確保する観点から、改革すること。 

 

○ 縦割りを排除し、本部と現場が一体となり、現場実態を踏まえた適切な意思

決定システムを確立するとともに、国民のニーズをとらえた機能集約等を図る

ことで、効率的・機能的な業務執行体制を再構築すること。この観点から、常

勤役員会の設置、ブロック本部の本部への統合、年金事務所の機能集約及び事

務センターの業務集約等の組織改革を進めること。 

○ 業務効率化・合理化や、現場実態を踏まえたルール遵守の仕組みづくりなど、

業務改革を進めること。 

○ コンプライアンス確保やリスクの未然・再発防止を重視し、問題事案の発生

原因の検証や内部監査機能の充実・改善を図るなど内部統制の仕組みが有効に

機能するための取組を推進すること。 
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(4) 契約の競争性・透明性の確保等 

○ 契約の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法の活用、調達案件の厳正な審

査・点検の実施等により、契約の競争性・透明性をの確保すること。及びコス

ト削減に努めつつ、業務の正確性とサービスの質の向上を図ること。 

 

２．個人情報の保護 

○ 全役職員が個人情報保護の重要性を認識し、あらゆる業務において個人情報

保護の取組を徹底すること。 

○ 情報セキュリティについて、標的型攻撃などのサイバー攻撃への対策を含

め、国民の個人情報の保護を確実に行うため、組織面、技術面、業務運営面の

対策を維持・徹底するとともに、外部の環境の変化や情報技術の進展に応じて

継続的に見直すこと。 

 

３．文書管理及び情報公開 

(1) 文書管理 

○ 国民からの申請書類など年金記録や年金額に関係する文書を制度上必要な

期間保存する規程を整備するなど、文書の原本管理・保管を徹底すること。ま

た、保存文書の効率的活用のため、電子データ化を含め、適正に管理・保管す

ること。 

 

(2) 情報公開 

○ 透明性が確保された、国民に安心していただける組織とするため、適切な情

報公開を行うこと。 

 

○ 業務運営の状況や報酬を始めとする役員に関する情報等を、国民の視点に立

（４）契約の競争性・透明性の確保等 

○ 契約の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法の活用、調達案件の厳正な審

査・点検の実施等により、契約の競争性・透明性の確保及びコスト削減に努め

ること。 

 

（４）個人情報の保護 

○ 職員に対し、個人情報保護の重要性についての徹底を図ること。 

 

○ 情報セキュリティについて、国民の年金を最優先に守る観点から、標的型攻

撃を含むサイバー攻撃に対応し、個人情報を保護できるよう、組織面、技術面、

業務運営面など全般的に見直し、抜本的かつ迅速に強化することにより、個人

情報の保護に万全を期すこと。 

 

 

 

○ 国民からの申請書類など重要文書として指定するものは永年保存するなど

文書の原本管理・保管を徹底すること。また、保存文書の効率的活用のため、

電子データ化を含め、適正に管理・保管すること。 

 

 

（３）情報公開の推進 

○ 透明性を確保し、国民に安心いただける組織づくりのため、情報開示体制を

見直すとともに、日本年金機構の内部及び厚生労働省との間の情報共有を強化

すること。 

○ 業務運営の状況や報酬をはじめとする役員に関する情報等を、国民の視点に
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って、年次報告書（アニュアルレポート）その他の分かりやすい方法で広く公

開すること。 

○ 不適正事案や事務処理誤りなどの事案については、事案の重要性等に応じて

速やかに公表するとともに、発生状況等を定期的に公表すること。 

 

４．人事及び人材の育成 

○ 適正な業務運営を行うために必要な人員を過不足なく確保すること。また、

「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）に基づき、合理化・効率化を進めること。その際、基本計画策定時には

想定されていなかった新たな業務については、当該業務を着実に実施できる体

制を確保すること。 

○ 職員が希望とやりがいをもって、モチベーションを高く保ち、組織一体とな

って業務に取り組める人事を実現するとともに、国民のために努力する職員を

高く評価し、正規職員については、高い専門性が求められる分野で長期の業務

経験を積むことにより、制度と実務双方に精通した職員を育成する体系化され

たキャリア開発の仕組みを設け、より専門性の高い正規職員を養成すること

で、国民の年金を確実に守る人材を育成すること。 

○ 正規職員、無期転換職員及び有期雇用職員については、職種ごとの役割・業

務分担のあり方を見直し、安定した事務処理体制を確立すること。 

○ 正規職員採用や幹部職員人事を本部で一括して行い、組織の一体感の醸成に

努めること。また、本部・地方組織間で全国異動を行い、管理業務と現場業務

の経験を通じて幹部を養成することを基本的なキャリアパターンとするが、定

型事務を安定的かつ継続的に実施するため、各地域において当該業務を専門的

に実施する職員の育成を図ること。 

○ 働きやすい職場環境づくりに向け、働き方改革に積極的に取り組むととも

立って、年次報告書（アニュアルレポート）その他の分かりやすい方法で広く

公開すること。 

○ 不適正事案や事務処理誤りなどの事案について、事案の重要性等に応じ、速

やかに公表するとともに、定期的に発生状況等を情報提供すること。 

 

（２）人事及び人材の育成 

 

 

 

 

 

○ 職員が希望とやりがいをもって、モチベーションを高く保ち、組織一体とな

って業務に取り組める人事を実現するとともに、国民のために努力する職員を

高く評価し、リーダーシップや専門性の高い職員を養成することで、国民の年

金を確実に守る人材を育成すること。 

 

 

 

 

○ 正規職員採用や幹部職員人事を本部で一括して行い、組織の一体感の醸成に

努めること。正規職員については、全国異動を基本とするキャリアパターンの

確立を進めること。 
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に、高齢者層の人材の活用や女性活躍促進の取組を実施すること。 

○ 能力・実績本位の人材登用を進めること。 

○ 組織目標に掲げられた事項への取組成果を適正に評価できる、厳正で明確な

人事評価制度の運用を行うこと。また、必要な制度改善を随時実施すること。 

○ 職員一人ひとりが公的年金業務を担う職員としての自覚を持ち、それぞれの

役割に応じた能力が備えられるよう、専門人材や基盤的業務を担う人材等の育

成のための研修・教育の充実を図ること。 

 

 

 

 

○ 能力・実績本位の人材登用を進めること。 

○ 組織目標に掲げられた事項への取組成果を適正に評価できる、厳正で明確な

人事評価制度の運用を図ること。また、必要な制度改善を図ること。 

○ 公的年金業務を担う職員としての自覚を持ち、職員一人ひとりがそれぞれの

役割に応じた能力を備えた人材の育成を図るとともに、職員の専門性を向上さ

せるための研修・教育の充実を図ること。 

 

 

 

 


